
(そ の1)

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

収 支 報 告 書
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<国会議員関係政治団体・資金管理団体用>
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生 六〕
｀
ル

2 主 た る事 務 所 の所 在 地 簑腕 阿 /ヒ B ノヽ ト

資金管理団体の指定の期間

令和 琳  ―月井″日から

_全和 ■年 /二月か/日 まで

当者翔
賭
縣
購
錦

事

紡 旅 ё
芸グー グθ =/

/

記入もれ注意

チエックもれ注意

政治団体の区分

の

党

他の

政

そ

色

ご
都

体政 治 団

の   支

チエツクもれ注意

活動区域の区分

談島生塩犠聯 ′ご矮膏

資金管理団体の指定の有無

図 有            ~
国  無  (無の場合、以下、この標の召e敏不要。)

公 職 の 種

資 金 管 理 団 体 の

届出をした者の氏名
続 ハ 囲1

国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第 19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

Ll政治資金規正法第 19条の″第 1項

公職の候補者の氏名

公 職 の 種 類

体

El

第 2号に係る

受
付
欄

だ 建
313:25

雲
添

袢
ヽ

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

令

令

和

和

年

年

月

月

日か ら

日まで
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(その 2)

収 支 の 状 況
1 の

必ず記入してください。

(0の場合は0と部己入)

2 目 の内訳

収 入 総 額
‐
すⅢ,雪

ノ だ Z / 五 7
(前 年 か ら の 繰 越 額)

0
(本 年 の 収 入 額)

ノ ス ど ノ 主 ど/ か
支 出 総 額

ノ 静 ♪ か ノ や ク
翌 年 へ の 繰 越 額

ク ё 沙 9 /

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額
す ワ

■

′ 浄 ′

円

Zタ

数  (党費又は会費を納入した人の数)員 /

F/ フ

(2) 寄 附

ア 寄附 (イ を除 く。)の区分 金 額 備 考

(ア)個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

河ヽ  計  (ア)+(イ )+(ゥ ) 記入もれ注意 (7)+(イ )+(ウ )

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合  計 (ア +イ )

a



建亀
(その 7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄 附 者 の 区 分

あっては、その名称)

者 の 氏 名
金 額 年 月 日 つ て

の
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"
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,

沙 ∂

″

タ
つ ∂ 沙 り §ヽ

ケ

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

合 計

■雷題AttH
■H■■■■蟹翻閉H覇1閉

EE■ ИИ餌

(注 1)

3

注 2)
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(そ の7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄 附 者 の 広 分 最ヽ
／

ν
七

寄 附 者 の 氏 名
(団体にあっては、その名称)

金 額 年 月 日
主 た る事務所の所在地 )

住 所 (団体に つては、 つ て

の
備 考

勉 瑠 1御燃
十掘 白 カ

′ 迎

十
　

， ノ

'
ν

出

υ 足ュヽ卒、/η 劾 激 妾 鮪 ツタγ′3 ケ1緻
/ /

こ の 買 の 小 計
′ わ ウ ″ ν ´

そ の 他 の 寄 附

合 計
ノ 定 ク ノ ″ タ

(注 1)

γ

注 2)
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(その13)

3支 目 の内訳

ゼ

(1)支 出 の 総 播 表

目項 金 額
く(    サ

俳ヨ 考

l 嗚饉…Ⅲ

(1)   人

費

費

常 経

く弘
 f4f

十 観 百 万

身 Zタ

千

沙 か ρ

田

沙 ●ミ

(2)光 熱 水 費
=∠

争 ´ か X

(3)備  品 消 耗 品 費
岸 ゛ え ← ズ

(4)事 務 所 費
ど ё 込 タ 学 沙

ィJヽ 計
ノ ← ズ や だ 井 基

記入もれ注意

2   政

(1)  組

動

動

費

費

活治

織 活
ノ 平 か ψ

(2)濃 挙 関 係 費

(3)機関紙誌の発行その他の事業費 盟入もお轄 なア+イ+ウ +エ

(4)調 査 研 究 費
か/ か き (争

(5)寄  附 交  付  金

(6)そ の 他 の 経 費

ィよヽ 計 2 ユ 蓼 ク :ぐ
割入もれ注意

合 計
/ 金 8r 津 ′ (争 ◆

く

(注)当瞭政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に
係る支出については、項目ごとにそこう額を備寺幅に配載L`、

併せて(そのlo)の添付が必婁です。

す



(σ くす

↓いずれか1つの項目に「レ(その14)
Jをつけてください。

(2)経常経費 (人件資を除く。)の内訳 費  日備品・消耗品費  回事務所費項目男町区分

支 出 の 目 的 金 額 年月日稽維烈毒よ稔籟聯袖瀧これ鳥、些∴轟嘉鳥覇備 考

綱 千 ,H

この 買 の小 計

その他の支出
望 す D >

合   計
エ 争 つ 浄 る

‐

HH■ (注 1) 国会議員
団体は 1件習努臀悛堅擦装島常B釈零驚躍手 と。

資金管理ヽ
【
」

出
る

`

(注 2)
項ぎ魯?催?嚢寝払豊だ拿議与?留督:右上の項目別区分の



(ヨ (

↓いずれか1つの項目に rレ(その14)
」をつけてください。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内言沢 項目別区分  回光熱水費  昭倫品・消耗品費 回事務所費

支 出 の 目 的 金 額 年月日支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称) 橘君これ鳥、4∴鳥れ鳥郡備 考

イ 田 百刀 千 円

この買の小計

その他の支出 P ゛ 込 争 必
合   計

伊 )ヽ 必 年

EE■ ■H■ (注 1) 国会議員関係政治団体は
団体は 1件 5万円以上の支出世ら預零驚皇手輩とを言管

理

タ

(注 2)
項ぎ吾?催?最

支疫法豊tと拿説与客督g:右上の項目別区分の



(彗 (撃

↓いずれか1つの項目に「レ」をつけてくださ い 。
(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項目別区分  □光熱水費  □備品・消耗品費  日筆務所費

支 出 の 目 的 金 額 年月日支出を受 けた者の氏名
(団体にあっては、その名称) 穐消こえ鳥、4∴ョF二言房rηiコ1幸と覇備 考

渉場各影争を

'躍

紗ヤi韓 A

す 隠 百 万

勇

す

′ワ ′ク ′ら

円

み 心 ヾ、じ
| 汰身珂ぬふ

タ 掌R / 充 ″ ク ゐ、平 彬ヽ , ▼ ′″

タ     パ閂日

一

だ
〃 わ ′ Zク む,や 、

'サ

タ ケ
η

み   ム豫 ∠ ノ) 〃 Z' 汐 Oェ、ど、う汐 , く タ

夕   T河 ∠ ″ ″́》 とク ´ ひクヽI)| , t ′

歩  身ロ 拷 ″ 沙 ν ′ジ 々
`】

i,P、含イ 々 タ ′

チ   9宙 ノっ ρ タ ′ つ ム、7、δ形 ,
η

,

′

タ   ノFう自 ∠ つ p ′ ″ 態、ν、〕I

4
イ

`´

' ′,』 ど ′ ど
'

少 D 愚 ,I、 〕r, f レ
ア

夕    た五日 / ′ ′ ′ 沙 る、鯰、al ,
ク

この買 の小 計
ズ カ ノう ″◆ ♂ク

その他の支出
(゛ 又 タ 学 沙

合   計
∠ ご と タ ≠ ´

(注 1) 国会識員
団体は 1件

関係政治団体は 1件 1万円組の支出、資金管理
5万円以上の支出について記載才ること。

◆

(注 2) 「その他の支出Jと 「合計」の欄は、右上の項 目別区分の
項 目ごとに、最後の頁に記載すること。



建峰
(その15)

(3)政 治 篤,動 貴 の 内 訳 項目別区分 、滲口酔炎tゑ権ヵ杉 (斧 鞍 質 )

支 出 の 目的 金 額 年月日稽緯烈孝&曳サ臨争橘君これ1乳、4∴轟乱洗郡備 考

十 個

↓
．

十 円

ヤ
l

く

この買 の小計

その他の文出 / ミ 学 基 ひ

合   計
ノ ↓ 単 ゝ つ

(注 1) 国会議員関係政治団
団体は 1件 5万円以上密禁島笹Ь『署語黒iF曽とを営管

娯

?

(注 2)
)廊宰縁寝苦讐とた、黛融法豊擢鏑義享者?留

別区分の



・亀急
(その15)

(3)政 治 擢I助 費 の 内 訳 項目丹J区分 (1 τ )

支 出 の 日 '的 金 ゝ 額 年月日礁詠密ε暫孝&曳縁轟命穐潜これ1亀、4∴轟洗鳥郡備 考

す 日

i

ロ ガ 出

< 上

この買 の小 計

その他の文出
ノ ′ク D (〈

― ←

合   計
ノ β か 浄 市

(注 1) 国会議員関14
団体は 1件 5万臀悛里構装己笹二F零語畠手輩と警言

管理

(

/0

(注 2)
)Й宰舞寝苦讐とた、黛敦揚豊擢霊義享昔密智

別区分の



(その17)

1 資産等の総括表

(酒ヒ1)

(注 2)

資 産 等 の 状 況

項目ごとの資産の有無について、「日」内に「レ」を記入すること。

有に記入した場合、項目別に様式 (そ の18)に内訳を記載すること。

資産等の有無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 4離 備 考

ア  土 地 □ ビ

イ  建 物

ウ 建物 の所有 を 目的 とす る地上権又 は土地 の賃借権

□ 豚

□ 函

エ 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産 И

オ
預 金 (普 通 預 金
く 。 )又 は 貯 金 (

及 び 当 座 預 金 を 除
普 通 貯 金 を 除 く 。 )

□ ビ

力  金 銭 信 託 国 函

キ  有 価 証 券 □ 図

ク  出   資   に よ    る    権    不可 □ 日

ケ  貸 付 先 ご との 残 高 が 100万 円 を 超 え る 貸 付 金 ご

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金 □ 函

サ  取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権利 □ И

シ 借 入先 ご との残 高が 100万 円 を超 え る借 入 金 □ √

//
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書誓

(その20)

(備考 1)

を

且

(雅線g控ど管警永着す
時
患筆ぁ展隻義馨懸倉麦言窓語を得竪番幾豪象筆厨奈滝棄碁業入が自書すること。)

「会計責任者の氏名J欄は、記名押印又は署名とし、署名の場合は必ず会計責任者本人が自書すること。

添 付 書 類 (別添のとおり)

1領 収 書 等 の 写 し

3 政 治 資 金 監 査 報 告 書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであって、真実に相違ありません。

令 和  ゴ 年  ご 月  虫ぎ 日

政 治 団 体 の 名 称
ら 剰`必

会 計 責 任 者 の 氏 名
3

「

~………………→ (代  表 者 の 氏 名 O)

言己入もれ注意

ハ

(備考 2)


